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○  会議日程・付議事件 

 

     会議日時   平成２８年４月２８日（木） 午後２時 

 

     場  所   川西市役所 ４階 庁議室 

 

日程 

番号 

議案 

番号 
付 議 事 件                      備考 

１   議事録署名委員の選任 
 

２   前回議事録の承認 
 

３  事務状況報告 
  

４ 報告第 ４ 号 
専決報告について（川西市心身障害児就学指導委員会

規則の一部を改正する規則の制定について） 

  

５ 報告第 ５ 号 専決報告について（社会教育委員の委嘱について） 
  

６  諸報告 
  

 

 

 



 

- 2 - 

○  出席者 

教 育 長 牛 尾   巧 

委   員 
（教育長職務代理者） 

加 藤  隆一郎 

委   員 磯 部 裕 子 

委   員 服 部   保 

委   員 鈴 木 温 美 



 

- 3 - 

○  説明のため出席を求めた者 

こ ど も 未 来 部 長 

教 育 推 進 部 長 

総 務 調 整 室 長 

こ ど も 家 庭 室 長 

学 校 教 育 室 長 

教 育 推 進 部 参 事 兼 学 務 課 長 

教 育 推 進 部 参 事 兼 学 校 指 導 課 長 

ま な び 支 援 室 長 

教 育 総 務 課 長 

教 職 員 課 長 

こ ど も ・ 若 者 政 策 課 長 

子 育 て ・ 家 庭 支 援 課 長 

こ ど も 育 成 課 長 

こ ど も 育 成 課 主 幹 

生徒指導支援課長兼青少年センター所長 

教 育 相 談 セ ン タ ー 所 長 

社会教育・文化財課長兼文化財資料館長 

地 域 こ ど も 支 援 課 長 

中 央 図 書 館 長 

中 央 公 民 館 長  

 

 

 

 

 

中 塚  一 司 

木 下    博 

中 西    哲 

山 元    昇 

岸    敬 三

尾 辻  美 樹 

伊 豆    崇 

枡 川  隆 雄 

籔 内  寿 子 

武 富  祥 平 

中 西  成 明 

増 田  善 則 

丸 野  俊 一 

河 南  裕 美 

西 門  隆 博 

喜多川  昌 之 

井 上  昌 子 

大屋敷  美 子 

村 山  尚 子 

瀧 花    保 

公 共 施 設 マ ネ ジ メ ン ト 室 主 幹 
（ 施 設 整 備 担 当 ） 

 
池 下  靖 彦 

 

 

○  議事録作成者 

 

教 育 総 務 課 主 査 

 

 

 

 

 

岸 本  匡 史 

 



 

- 4 - 

○  議案等審議結果 

                                                                             

議案 

 

番号 

 

議 案 名               

 

提 出 

 

年月日 

議 決 

 

年月日 

議 決 

 

結 果 

報告 

 ４ 

専決報告について（川西市心身障害児就学指導

委員会規則の一部を改正する規則の制定につい

て） 

28.4.28 28.4.28 承 認 

報告 

 ５ 

専決報告について（社会教育委員の委嘱につい

て） 
28.4.28 28.4.28 承 認 
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［開会 午後２時］ 

牛尾教育長 

 

 

牛尾教育長 

 

 

 

教育総務課長

（籔内） 

 

 

牛尾教育長 

 

 

牛尾教育長 

 

 

 

牛尾教育長 

 

 

 

教育総務課長

（籔内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 それでは、只今より、平成２８年第７回川西市教育委員会（定例会）を

開会いたします。 

 

 まず、「本日の出席者」をご報告いたします。本日は、全員出席でござ

います。なお、「事務局職員の出欠」につきましては、事務局から報告を

お願いいたします。 

 

 本日の「事務局職員の出欠」について、ご報告申し上げます。 

 本日は、説明のため出席を求めた者は全員出席でございます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 

 次に、本日の「議事日程」につきましては、配付しております議事日程

表のとおりであります。 

 

 これより日程に入ります。日程第１「議事録署名委員の選任」を行いま

す。教育長において、加藤委員、鈴木委員を指名いたします。よろしくお

願いいたします。 

 

 では次に、日程第２「前回議事録の承認」でございますが、事務局にお

いて調製し、第４回定例会、第５回臨時会及び第６回臨時会の議事録の写

しをお手元に配付しております。事務局から説明をお願いいたします。 

 

 それでは、まず、第４回定例会の議事録につきまして、ご説明申し上げ

ます。１ページに会議日程・付議事件、２ページに出席者を、３ページに

説明のため出席を求めた者、４ページに審議結果を掲載してございます。

議事録につきましては、５ページからでございまして、会議次第に基づき

ましてご審議いただきました経過等につきまして、調製させていただいて

おります。また、第５回臨時会及び第６回臨時会につきましても同様に調

製させていただいておりますが、非公開案件であるため、詳細な審議経過

につきましては非公開とさせていただいております。 

 最後に署名委員の署名ということで、第４回定例会については加藤委員、

磯部委員に、第５回臨時会については磯部委員、服部委員に、第６回臨時

会については服部委員、鈴木委員にご署名を頂戴しております。 

 以上でございます。 
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牛尾教育長 

 

牛尾教育長 

 

 

 

 

 

牛尾教育長 

 

 

牛尾教育長 

 

 

こども未来部長

（中塚） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 説明は終わりました。只今の説明について、質疑はございませんか。 

 

 それでは、お諮りいたします。第４回定例会、第５回臨時会及び第６回

臨時会の議事録につきまして、これを承認することにご異議はございませ

んか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

 ご異議なしと認めます。よって、議事録につきましては、承認されまし

た。 

 

では次に、日程第３、事務状況報告であります。事務局から報告をお願

いいたします。 

 

それでは、こども未来部から２点報告させていただきます。 

１点目が平成２８年度川西市立学校・幼稚園の入学式・入園式について

でございます。 

平成２８年度、新しい年度が始まり、川西市立学校・幼稚園におきまし

て、新しい幼児・児童・生徒を迎えました。 

４月８日（金）、川西市立１６小学校におきまして、入学式が執り行わ

れ、市内全体で１，２４９名の新１年生を迎えました。 

同日は、川西養護学校におきましても、小学部１名、中学部１名、高等

部２名の新入生を迎えました。 

４月１１日（月）には、川西市立７中学校、入学式にて、市内全体で 

１，３２６名の新１年生を迎えました。 

また、翌、１２日（火）には、川西市立９幼稚園、入園式にて、新たに

３歳児５０名、４歳児１９７名、５歳児１１名を迎えました。 

各学校園におきましては、約３週間が過ぎようとしていますが、順調に

新しい学校園生活をスタートさせているものと思われます。 

教育委員の皆様方におかれましては、３日間にわたり、入学式・入園式

にご出席を賜り、ありがとうございました。 

続きまして２点目の保育所等及び留守家庭児童育成クラブの待機児童数

についてでございます。 

はじめに、平成２８年４月の保育所入所待機児童数について、ご報告い

たします。 

保育を必要とする児童の保育所等への入所につきましては、昨年１０月
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から入所申請を受け付け、一人でも多くのお子様がご希望の施設へ入所し

ていただけるよう、入所調整を進めてきたところでございます。 

その結果、保育を必要とする、いわゆる２号・３号の認定を受けた児童

が入所する施設の受け入れ定員１，８２５人のところ、最低基準の範囲内

で弾力的な対応を図りまして１，９３１人入所していただくことになりま

したが、一方では入所ができず、やむなく待機を余儀なくされている方々

がおられます。 

このいわゆる待機児童の数につきましては、平成２８年４月現在３２人

となっており、その内訳は、０歳児が２人、１歳児が１７人、２歳児が１

３人で、３歳以上の待機児童はございません。０歳から２歳児までに待機

児童が多いのは、育休明け、産休明けの職場復帰希望の状況を反映しての

ことと思われます。 

昨年と比較しますと昨年４月の待機児童数は５８人でしたので、差引２

６人減少しております。その要因としましては、本年４月１日より０歳か

ら２歳までの１９人以下のお子様をお預かりする小規模保育事業施設を清

和台地区と東谷地区で開設したことなどが考えられます。 

次年度４月には緑台中学校区において、民間の幼保連携型認定こども園

の開設を予定いたしております。２号・３号の定員が９０人ですので、待

機児童数「０」をめざし、努力してまいります。 

次に、平成２８年４月の留守家庭児童育成クラブの待機児童数について

ご報告いたします。 

保護者が就業等により昼間家庭にいない小学生を対象に、授業が終わっ

た後や学校の休業期間等において、適切な遊びや生活の場を提供し、指導

員の活動支援のもと児童の健全育成を図るため育成クラブ事業を行ってお

ります。 

平成２７年度、国において「子ども・子育て支援新制度」が制定され、

留守家庭児童育成クラブの対象児童が「小学校３年まで」から「小学生」

へと拡大されました。本市においても、年次的に受け入れを拡大し、平成

２８年度は５年生までを受け入れの対象としました。 

４月１日現在２４クラブ１分室において、９９３名の児童が育成クラブ

を利用しております。昨年は、小学４年生までの受け入れで、８７８名の

入所であったのを比較しますと、１１５名増の受け入れをしておりますが、

待機が発生しております。 

待機の状況については、４月１日時点で市内７６名の待機が発生し、一

番多く発生しているのは、明峰小学校で２６名です。 

これを受けまして、本市では、「指導員の資格の点」においては、保育
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教育推進部長

（木下） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

士、教員免許、社会福祉士等の資格を有する指導員に加えて、昨年１２月

より保育士・教員免許等がない方も「補助員」として採用し、指導員の確

保を今まで以上にすることで、受け入れ児童の拡大が図れるよう努力して

おります。 

また、施設面においては、待機が多く発生している小学校の学校施設の

視察や余裕教室の状況調査を実施するとともに、余裕教室の育成クラブへ

の利用に向け、次年度も見据えて調整を図っていきます。施設の拡充等に

関しては、今後も財政等の協議をしつつ検討してまいります。 

私からは以上でございます。 

 

私の方からは、２点、ご報告申し上げます。 

１点目は、「平成２８年度全国学力・学習状況調査について」でござい

ます。 

平成２８年度全国学力・学習状況調査が、４月１９日（火）、小学校６

年生及び中学校３年生を対象に、円滑に実施されました。今年度、教科に

関する調査は、小学校は国語及び算数、中学校は国語及び数学で実施され

ました。 

調査結果につきましては、まず、８月末に、文科省からの調査結果の返

却と同時期に、本市の結果速報として報告させていただき、その後、川西

市基礎学力向上検討委員会にて分析を加え、詳細な報告をさせていただく

予定としています。 

今後、学校とともに課題を分析し、子どもたちの学ぶ意欲の向上を図る

教育施策に活かしていきたいと考えています。 

以上をもちまして、平成２８年度全国学力・学習状況調査についての報

告を終わります。 

続きまして、２点目は、「史跡加茂遺跡 保存活用計画の策定について」

ご報告させていただきます。 

お手元に配付させていただいておりますので、ご高覧いただけましたら

幸いでございます。 

同計画書は、平成２６・２７年度の２か年にわたり、川西市教育委員会

が主体となり、史跡加茂遺跡史跡等保存活用計画策定委員会の助言を得る

とともに、文化庁の「史跡等保存活用計画等策定費国庫補助」を受け、さ

らに、文化庁、兵庫県教育委員会文化財課の指導助言をいただいて、この

ほど３月に策定することができました。 

では、計画書の内容についてご説明させていただきます。 

内容は、第１章「川西市の概要」から第１１章「経過観察」までで構成
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しており、図表をできる限り活用し、見やすく工夫いたしました。 

第１章「川西市の概要」では、「川西市の概況」「歴史」「人口世帯等

の状況」を掲載し、川西市の位置や歴史、市内の指定文化財一覧表などを

紹介しております。 

第２章「計画策定の沿革・目的」では、「計画策定に至る経緯」や「計

画の目的」「委員会の設置及び開催」について紹介しております。 

第３章「史跡加茂遺跡の概要」では、加茂遺跡の国史跡指定に至る経緯

や指定地の状況、本市における市総合計画や都市計画マスタープラン等の

他計画内での位置づけ、また、関連する法規制について明記しております。

さらに、「遺跡の概要」「遺跡の本質的価値」その本質的要素を構成する

要素の特定について、記載いたしました。 

第４章「現状・課題」では、保存管理や活用に向けた現状・課題、及び

整備や運営体制整備の現状・課題について掲載しています。 

第５章では、第６章以降に記述する保存管理や活用、整備等についての

「大綱・基本方針」を記載しています。 

第６章「保存管理」では、３８ページの第１６図で赤線で囲んだ範囲を

「保存計画区域」約９．４ヘクタールとし、そのうち青線で囲んだ範囲を

「既指定地」約３．１５ヘクタール、残りの箇所を「追加指定を要する面

積」約６．２５ヘクタールとしています。既指定地や追加指定を要する区

域の保存管理について現況土地利用状況における課題、保存管理に向けて

の方針などを記載いたしました。 

第７章「活用」では、史跡の公開・活用を行うとともに、広く学校教育、

社会教育での活用や地域における有効な活用をめざし、ソフト面でのプロ

グラムを検討する旨を記載しております。 

第８章「整備」においては、史跡を構成する諸要素を地点ごとにゾーニ

ングし、その特徴を活かした整備指針を提起しています。４９ページの第

２１図にあります具体的な例を申し上げますと、加茂遺跡の中心部に位置

する「大型建物・方形区画ゾーン」、斜面環濠が見つかった場所のある「崖

斜面・斜面環濠ゾーン」、竪穴住居が密集した状態で見つかった区域の「竪

穴住居群ゾーン」、これらを西・南側から取り囲むように周囲に設けられ

た濠のあった「環濠ゾーン」などを想定しております。そして、整備後の

公開方法や整備を行う上での留意点、今後の整備にあたって、別途史跡整

備基本計画を策定していくことなどを記載しております。 

第９章では川西市教育委員会の文化財担当課が管理主体、担当となり、

市民、地域住民団体と連携を図りながら運営を行っていくことを記載して

おります。 
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牛尾教育長 

 

磯部委員 

 

 

 

 

 

こども育成課長

（丸野） 

 

 

 

磯部委員 

 

 

 

こども育成課

主幹（河南） 

 

 

 

 

 

第１０章、第１１章では、「施策の実施計画の策定・実施」「経過観察」

を記載しており、保存管理では、農地や山林等の追加指定を最優先し、こ

れらの進捗後、中長期的に宅地の追加指定を行うこととしています。また、

短期的には５年、中長期的な計画として１０年から２０年までの期間を想

定しています。経過観察として、５年を一区切りとし、進捗状況を確認・

評価していく計画としております。 

以上が、「史跡加茂遺跡 保存活用計画書」の説明でございます。 

なお、同計画書のほかに、計画書の内容を図面、写真等を中心に構成し

た「概要版」を作成いたしました。概要版につきましては、加茂遺跡の関

係自治会等への説明会などで活用させていただく予定でございます。 

以上、ご報告させていただきます。 

 

只今の報告について、ご質問はございませんか。 

 

２番の保育所の待機児童について少しお尋ねしたいと思います。 

今年度は小規模保育施設が２園開園しまして、待機児童が昨年度５８名

から今年度３２名に減少したということは、とても好ましいことだと思い

ます。今年度の３２名に関しては、０歳、１歳、２歳それぞれで発生して

いるとのことですが、どこかのエリアに集中しているのでしょうか。 

 

３２名の待機されている方のご住所についてですが、久代の方が多うご

ざいます。あとは点在で、小戸の方や萩原の方がおられたりと点在してい

ますが、久代の方、南部の方が多くなっております。 

以上でございます。  

 

ありがとうございます。 

あわせて、今年度開園しました施設２つについて、まだ半月ほどしか経

っていませんが、大きなトラブルなどはないでしょうか。 

 

今年度、小規模保育園として２園開園しまして、どちらも１９名の定員

で、「清和台おうち保育園」は、４月は１４名の子どもが通っております。

内訳としましては、０歳児が２名、１歳児が９名、２歳児が３名の１４名

が通っております。山下の駅前にあります「はっぴぃばーす」の方は、０

歳児が１名、それと１歳児が３名、２歳児が２名の合計６名が通いました。

ほかの保育所等と同じように１週間程度のならし保育を４月の初めから行

いまして、順調に子どもたちも園の方になれている様子です。特に大きな
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磯部委員 

 

牛尾教育長 

 

牛尾教育長 

 

牛尾教育長 

 

 

 

教育相談ｾﾝﾀｰ

所長（喜多川） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トラブル等報告の方は受けておりませんでして、ちょうど１か月も経過し

たところですし、連休の合間の２日、６日ぐらいに両園から一度１か月経

過の報告をしていただくようなことをちょうどお願いしているところでし

て、報告としては大きいトラブル等ないと、けが等もないというふうなこ

とで課としては認識しているところです。 

以上です。 

 

ありがとうございます。 

 

ほかにございませんか。よろしいでしょうか。 

 

 それでは事務状況報告については以上といたします。 

 

では次に、日程第４、報告第４号「専決報告について（川西市心身障害

児就学指導委員会規則の一部を改正する規則の制定について）」でありま

す。事務局からご説明をお願いいたします。 

 

それでは、報告第４号「専決報告」につきましてご説明申し上げます。 

議案書１ページをお開きください。 

本案件は、急施を要したため、教育長に対する事務委任規則第４条第１

項の規定により処理したもので、同条第２項の規定により報告し、承認を

求めるものでございます。内容は「川西市心身障害児就学指導委員会規則

の一部を改正する規則の制定について」でございます。 

今回の改正は、さきの３月市議会において、川西市付属機関に関する条

例が改正されたことに伴い、関係する規則を改正したものでございます。 

それでは、その内容につきましてご説明いたします。改正内容は議案書

３ページのとおりですが、詳しくは４ページの新旧対照表によりご説明い

たします。 

まず、題名を「川西市教育支援委員会規則」に、第１条で規定している

委員会の名称を「川西市教育支援委員会」に改めています。 

第２条の所掌事務では、主に「心身障害児」を「特別な支援を必要とす

る幼児児童生徒」に改め、第２号では、「早期からの教育相談及び就学後

の一貫した支援に関すること」と改めています。今後は、特別な支援を必

要とする幼児児童生徒に関して一貫した支援の充実に努めてまいりたいと

考えております。 

なお、本規則は平成２８年３月２８日付で公布し、同日施行としており
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ます。 

報告は以上です。よろしくご承認賜りますようよろしくお願い申し上げ

ます。 

 

説明は終わりました。質疑・ご意見等はございませんか。 

よろしいでしょうか。  

 

 それでは、お諮りいたします。報告第４号につきまして、これを承認す

ることにご異議はございませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

 ご異議なしと認めます。よって、報告第４号につきましては、承認され

ました。 

 

では次に、日程第５、報告第５号「専決報告について（社会教育委員の

委嘱について）」であります。事務局からご説明をお願いいたします。 

 

 それでは、報告第５号「専決報告について（社会教育委員の委嘱につい

て）」ご説明申し上げます。 

議案書５ページから７ページをご覧ください。 

議案書７ページに載せております２名を社会教育委員に委嘱するについ

て、急施を要したため、教育長に対する事務委任規則第４条第１項の規定

により処理したので、同条第２項の規定により報告し、承認を求めようと

するものであります。 

本報告は、平成２８年３月３１日で任期満了した社会教育委員のうち、

学校関係者を委嘱する必要があるためであります。 

先月の定例教育委員会において、社会教育委員８名をご承認いただいた

ところですが、学校関係者につきましては、市内の小学校並びに中学校か

らそれぞれ１名委員として就任を願っているところでありまして、校長会

から新たにご推薦をいただいたものであります。 

今回は、その学校教育関係者２名について報告するものであります。 

市立特・小学校長会から伊藤博子桜が丘小学校長を中学校長会から泉廣

治東谷中学校長を、推薦いただきましたので、社会教育委員として委嘱し

ようとするものであります。 

なお、任期は、平成２８年４月１日から平成３０年３月３１日までであ
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こども・若者政

策課長（中西） 

 

ります。 

以上、説明とさせていただきます。よろしくご承認いただきますようお

願い申し上げます。 

 

あわせてご報告させていただきます。 

前回の定例会におきまして、委員からご指摘がありました審議会等の委

員選任案件に関する経歴等の取り扱いにつきまして、事務局で整理いたし

ましたのでご報告させていただきます。 

新たに就任となる委員の選任について、教育委員会でご審議いただくに

あたっては、それぞれの選出区分に応じて、一定の判断資料が必要である

ことにつきましては、委員のご指摘のとおりでございます。市議会におけ

る同様の案件についても、そのような取り扱いをしているところでござい

ます。 

つきましては、今後、委員選任案件につきましては、選出区分に応じて

職業や活動団体、また、公的な役職などをお示しすることといたしました。

ただし、先ほどの校長会からの推薦のような団体からの推薦などは除いて

と考えております。よろしくお願いいたします。 

 

説明は終わりました。質疑・ご意見等はございませんか。 

よろしいでしょうか。 

 

 それでは、お諮りいたします。報告第５号につきまして、これを承認す

ることにご異議はございませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

 ご異議なしと認めます。よって、報告第５号につきましては、承認され

ました。 

 

では次に、日程第６、諸報告であります。諸報告１「東谷中学校区にお

ける市立幼保一体化施設の基本設計（案）について」事務局からご報告を

お願いいたします。 

 

 それでは、諸報告１「東谷中学校区における市立幼保一体化施設の基本

設計（案）について」ご説明申し上げます。別添資料１をご覧ください。 

  お手元資料につきましては、１ページ目に概要を、２ページ目、３ペー
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ジ目は施設の平面図となっておりますのでご確認ください。 

 昨年、１１月に設計業者を選定し、市立幼稚園と市立保育所の一体化に

関する検討会議に設置しました施設検討部会で、基本設計の成案に向けた

取り組みを進めてまいり、この度、基本設計としてまとまりましたので、

その内容をご報告いたします。 

施設検討部会におきましては、幼稚園教諭、保育士、調理師、用務員、

事務局職員で構成し、４回のワーキングや各園所の意見集約等を通じて、

広く現場の意見を取り入れ、設計業者と連携し、設計に生かしてきたとこ

ろでございます。 

まず、１．施設の概要でございますが、敷地面積は、現牧の台幼稚園の

敷地に小学校用地のうち約１，０００㎡を加え３，０９７㎡でございます。

建築面積は、９９４．７２㎡、延床面積は、１，５９６．８７㎡で、いず

れも本体建物のみの面積で、建築確認等との面積とは異なることになりま

す。 

構造は、鉄筋コンクリート造２階建、駐車場は当初６台の予定でしたが

１０台に増やしております。駐輪場は２１台でございます。 

定員は幼稚園機能の１号認定が７０人、保育所機能分の２・３号認定が

６０人、計１３０人でございます。 

２．今後の主な日程でございますが、この基本設計に基づき、平成２８

年５月より実施設計を行い、平成２９年度に整備工事を進め、平成３０年

４月の開設を予定しております。 

次に、施設の特徴でございますが、平面図に沿ってご説明いたします。

２ページ目、１階平面図をご覧ください。 

建物の配置でございますが、小学校教育への円滑な接続を図るため、園

庭や遊戯室を小学校運動場に面した位置に配置しております。小学校の運

動場や校舎が常に視野に入るように設計しております。 

また、図左側、駐車場からプラザ、園庭内の砂場が配置されているとこ

ろが現在の牧の台幼稚園の園舎で、新しい園舎は東西に配置し、解体と建

築を並行して進めていく計画でございます。 

建物の形状は総２階建で、建物効率化と園庭の広さの確保に努めました。 

駐車場は、１０台予定しておりますが、南側にある現在の幼稚園の出入

り口に加え、西側に新たにもう１か所の出入り口を設け、インとアウトを

分けた一方通行とし、道路上に滞留せず、スムーズに車両が移動できるよ

うに工夫しております。エントランスは西側道路からの動線をメインとし、

歩車の分離を行い、十分な広さを確保し、送迎等の保護者の利便性に配慮

いたしました。 
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牛尾教育長 

 

磯部委員 

 

駐車場の北、職員室の西側には、舗装されたプラザを用意し、三輪車や

自転車での活動の場、夏場の組み立て式プールの設置、送迎等の保護者の

待機場所など多目的に利用できるスペースを設置しております。 

１階の保育室でございますが、０～２歳児は建物東側に設置し、園庭や

遊戯室とは離れた場所に配置し、静かで落ち着いた空間を確保しました。

また、受け入れコーナーを設置し、保護者が保育室に入室せずに受け渡し

が可能となっております。さらに、０歳児の保育室の横に調理室を設け、

少し見にくいですが、調乳室のところから、直接、離乳食などを受け渡せ

るようにしております。 

調理室の北側には、食育の観点から、クッキングコーナーを設け、ガラ

ス等で調理室が見渡せたり、簡単なキッチンが備えつけられ、園児がお手

伝いもできるようにしております。 

恐れ入りますが、３ページ目、２階平面図をご覧ください。 

施設西側に独立した感じの保育室が５歳児としております。小学校への

接続を意識し、トイレは保育室の外側から入り、男女別の形態をとってお

ります。この壁は低いパーティションで、子ども達からは視界が遮られま

すが、先生方は全体を見渡せる状況になっております。 

東側の４室については、３、４歳児でございますが、その配置は、年齢

別あるいは異年齢といった観点で、園の方で配置を自由に設定できるよう

にしております。 

また、各部屋の間は、４枚の引き込み扉で、保育室を広く利用すること

も可能で、２クラスの合同保育や異年齢交流を想定しています。 

２階中央部分には、多目的室を設置し、長時間保育の子どもたちのお昼

寝や異年齢交流の場所などの利用を考えております。 

３～５歳児が園庭に出る際には、５歳児保育室前のテラスから外階段を

利用し、直接園庭に出るようにしており、０～２歳児の保育室付近を通る

ことはなく、３歳未満児の静謐を保つようにしております。 

以上が今回の基本計画（案）の主な内容でございますが、今後、５月１

６日に建設文教公企委員協議会において、市議会に報告し、以降、実施設

計に取り組んでまいます。 

報告は以上でございます。 

 

只今の報告について、ご質問はございませんか。 

 

 基本設計を拝見しますと、いろいろな細かな点で配慮がされている施設

だと思っております。そこで、とても細かな点での質問になりますが、２
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階平面図の５歳児の保育室のお手洗いに関しては、小学校を意識したつく

りということでご説明をいただきました。これをよく見ると、左側が女子

用のお手洗いで、右側が男子用のお手洗いだと思います。小学校に入りま

しても洋式と和式と両方お手洗いは設置されていると思いますが、この図

面を見ますと、今の設計では女子用しか和式のお手洗いを体験できないと

いうことでしょうか。 

 

 ご質問の和式の便所でございますが、こちらの和式を設置するかどうか

ということは、現在、検討部会の方でも議題に上がっております。トイレ

の方、現在、床の方を乾式のものを考えております。また、幼稚園、５歳

児未満の子どもさんであるということも含みまして、和式を設置するかど

うかということも、今、実施設計に向けて一つの検討課題としてあがって

おりますので、部会によってはすべて洋式ということもあり得るのかなと

思っております。今後の検討課題として進めてまいりたいと思っておりま

す。 

 

 「基本設計について」という題名なので、こういう形で、基本設計から

つくるというのは初めてのことでして、となると、今後またいつつくるか

は分かりませんが、これがスタンダードになるわけですね。基本設計が基

本になるという形なので。ということは、つくった後に、これでどこが不

要とか、もっとどうしたらいいということを検討する機会というのが必ず

必要になってくると思います。何らかの協議会の設置とか、そういう検討

会の設置を定期的にやるとかという方法については別に意見を持たないん

ですが、園の方からでも積極的に、例えば、今、磯部委員からもありまし

たように、いろんな配慮のある設計をしてるけども、予想以外のことが起

こる、みんな見通しが悪くなったりというようなことがあったりしたとき

には、このようにしたい、あんなふうにしたいと、もうちょっと多目的な

ところの使い方を変えたいとか、そういうところが出てくると思います。

その基本になるものをつくるという意味で、どんどん意見を吸い上げるよ

うな形にしとかないと、ほかの幼稚園をつくったり保育所をつくったりす

るのとは今までの経験値が違いますので、その辺のところで、たくさん意

見を吸い上げていただきたいと思います。 

 以上です。 

 

 ただいまお伝えいただいたことにつきまして、確かにでき上がったもの

の使い勝手の問題といいますか、実際やってみないと分からないところは



 

- 17 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加藤委員 
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確かに出てこようかと思います。当然その辺のところは園の中で改善して

いくというふうな形になろうかと思いますので、事務局の方にやはり現場

からご意見いただくような体制は取り続けたいと思っております。 

 また、先ほどご指摘あったように、こども園として初めて整備させてい

ただきますので、ある意味、この設計がスタンダードになるというところ

も確かにございます。 

 またこれからいろいろ次から次の計画というのが進んでまいりますが、

その規模、また土地の形状、地域性ということで、それぞれの地域で条件

も変わってこようかと思います。その中で、今回は教職員、幼稚園教諭、

保育士、調理師、用務員という方のご意見をしっかりと受け止めしながら、

可能なところは取り入れさせていただいています。ただ、やはりどうして

もいろいろな条件でできていないというところもございます。ただ、それ

が必ずしも全体としていいのかというのもございますので、その辺のとこ

ろは、引き続き現場のご意見、またこの牧の台の施設が実際運用されたと

きに、次の施設に対して反映できるところは反映していくような仕組みと

いいますか、体制というものをつくりながら、常に現場と調整しながら、

また実際にお使いになられる保護者の方々など、これから実施設計の部分

でも現場のお声が聞ける部分はしっかりと聞いていこうというふうに考え

ております。 

 今後とも、その辺のところの確認聴取を含めまして、よろしくお願いい

たします。 

 

 それともう１点。さっきの磯部委員の和式トイレの件ですが、小学校に

上がるまでに和式トイレを経験するというのが、それが教育上必要なのか

どうかというのはまた別の議論になると思います。実際問題として、これ

から先、和式トイレに遭遇するチャンスというのは極めて少なくなってい

くと思います。だから、それを文化として残すのも必要かもしれないし、

そうではなくて、そこが使われないとしたら、今度は１つ分トイレが少な

くなるという考え方もできるわけであって、それは実用に応じたつくり方

しかないと思います。実際のところ、自宅を新しく家を建てるときに、家

の中に３つトイレがあって、１つは和式にするなんていうと、少ないと思

います。だから、そこはもう検討の方、課長の方でも現状を検討してもら

って、一番実情に合う形で。教育として必要だという議論があれば、それ

はそれでまた理屈に合っていると思いますが、僕はそういうことです。 

 

 ほかにございませんか。 
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 これは意見ですが、教育委員の懇談会のときなどにも基本設計について

いろいろ話し合う機会がありましたが、駐車場１０台のうち１台が少し広

めのスペースをとった身障者用のエリアになっていると思います。ここに

はできればカーポートのようなもの、雨をしのげるようなものがあれば、

保護者の皆様にとってもやさしいつくりではないかと思います。予算の問

題とかでいろいろ厳しい面はあるとは思いますが、実施設計に向けてご検

討いただければなと思います。 

 

 それでは諸報告１については以上といたします。 

 

では次に、諸報告２「平成２８年度川西市子ども議会の開催について」

事務局からご報告をお願いいたします。 

 

それでは、「平成２８年度川西市子ども議会の開催」についてご説明申

し上げます。資料２「平成２８年度 第２５回川西市子ども議会実施要項」

をご覧ください。 

子ども議会は、平成４年、市役所が新築されたことを記念して「小・中

学生の子どもたちから川西市への夢や希望を聞き、街づくりに役立てたい」

というねらいから毎年実施しているものでございます。そのねらいを平成

２８年度も継承し、「子ども議会」「子ども議員」の活動を通して、自ら

が暮らす地域の「ひと・もの・こと」に働きかけ、「子ども議員の意見」

として発信できる機会を与えるという主旨のもと、開催するものでござい

ます。今年度は第５次総合計画の４年目となります。そこで、行政経営室

より第５次総合計画の概要と、３年目を終えた上での成果と課題を子ども

たちに向けて解説していただき、それに基づいて子どもたちに意見を考え

させ、質問事項をまとめていきます。 

今年度も、中学校区ごとに子ども議員のグループ編成を行い、各学校の

児童会や生徒会活動の活用の充実を図る予定です。小中連携の推進の一助

とするとともに、児童会や生徒会活動を通して、子どもたちの自発的・自

治的な活動を促進し、自立した社会人として将来に必要な能力を育成する

機会にしたいと考えています。 

実施日時は、平成２８年７月３０日(土)午後１時から午後４時です。開

催場所は、川西市役所６階本会議場、出席者は子ども議員として市内公立

小学校より１６名、市内公立中学校より７名、特別支援学校より１名、公

募による自由参加８名の合計３２名で開催する予定でございます。 
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当日の進行でございますが、開会挨拶ののち、各グループによる質問及

び意見表明を行い、それに対する市の考え方を答弁するという進め方を計

画しているものでございます。 

当日は、理事者として、市長、副市長、教育長をはじめ、各部長の出席

をお願いしております。教育委員の方々にはお時間が許すようでしたら、

傍聴していただきますようよろしくお願いいたします。 

「５．子ども議会に係る活動等の流れ」をご覧ください。 

子ども議員からの質問や意見表明につきましては、第５次総合計画の実

現に向けて、中学校区の地域における課題を中心に焦点を当てます。 

第１回事前協議会では、第５次総合計画の概要と、３年目を終えた上で

の成果と課題を子ども議員に向けての解説を行います。また、昨年度の子

ども議会で提案された意見について、その後、市政に、どのようなことが

取り入れられているのか、または現時点ではどのようなことについて、取

り入れることが難しい状況であるとかといったことについても説明いたし

ます。現状については、現在、担当が整理をしておるところでございます。 

子ども議会で実際に子ども議員が提案する意見についてでございますが、

子ども議員個人の意見でとどめるのではなく、一度各学校へ持ち帰って、

児童会や生徒会に子ども議員から働きかけ、多数の子どもたちからの意見

を集約してもらいます。それらを第２回の事前協議会において、中学校区

ごとに編成したグループで討議し、最終的な意見を作成する計画でござい

ます。 

子ども議会終了後も継続活動議員を募り、継続して意見交流を行い、主

体的に地域社会のまちづくりに参画しようとする態度を養うことも目的の

１つになっております。その成果を教育委員会のホームページに掲載する

とともに「子ども議会だより」として、状況の報告を行います。さらに、

要請があれば川西市のイベント等にも参加を促したいと考えております。 

以上、平成２８年度川西市子ども議会の開催についての説明とさせてい

ただきます。 

 

只今の報告について、ご質問はございませんか。 

 

 これはお願いでありますが、ただいま伺いましたところ、子ども議員の

活動を学校の中で盛り上げて、学校の中の意見を集約して、取り上げてこ

こにかけるというところがございましたが、子ども議員となった個人にと

っては大変大きな経験なわけですけれども、それが個人にとどまることな

く、今のご説明にありましたように、それぞれの学校での取り組みが盛ん
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になる工夫をぜひともお願いしたいと思っております。よろしくお願いし

ます。 

 

 今のご指摘参考にいたしまして、子ども議会で行ったことを、その後、

学校に持ち帰って、また言ったことなんかを全校に広める、それから継続

議員としての活動も、その後、学校に返していくという形で、一回限りの

ことで終わるのではなく、学校の方にそういうことを返していくという取

り組みを今年度もさらに進めてまいりたいと思っております。 

 以上です。 

 

 よろしくお願いします。 

 

 日程のことですが、前から気になっていましたが、事前協議会が５月１

５日と６月２５日に行われます。中学校区でチームを組むということは中

学生が絶対に必要なわけで、中学校の定期考査の日程などと当たりやすい

という可能性はないんですか。 

 

 ご指摘の点でございますけれども、各学校の定期考査の日程と、それか

ら修学旅行、今年は修学旅行いろいろ変更等の部分もありますが、すべて

調べた上で行っております。 

 ただ、加藤委員のご指摘のとおり、やはりちょっと近々の日程のところ

もどうしてもある部分がありますので、最大限配慮した上での開催を考え

ております。 

 以上でございます。 

 

 修学旅行みたいにね、準備が必要ないというとおかしいんですが、定期

考査の前に勉強できない。そういうときに土日をとられるということの重

要性を考えれば、そこが足かせになって、やめておこうかとか、保護者か

らやめておいた方がいいんじゃないって言われる場合というのは往々にし

てあると思うんでね。だから、もし変えられるものならば、変えた方が広

く募集できるんじゃないかなと思います。でも、日程的に難しいのかもし

れないですね、時期的にも。秋にするなんていうことも難しいでしょうし。

だから、そういう場合には中学校にご迷惑をかけるかもしれないけどもと

いう立場が必要でしょうね。 

 以上です。 
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 ほかにございませんか。 

 それでは諸報告２については以上といたします。 

 

では次に、諸報告３「レフネック第２３期生募集状況について」事務局

からご報告をお願いいたします。 

 

それでは、平成２８年度の川西市生涯学習短期大学「レフネック第２３

期生募集状況」について資料３のとおり、取りまとめましたのでご報告さ

せていただきます。 

 申し込みにつきましては、３月１日から３１日まで募集いたしました。

また、各学科とも、各々１００人を定員として募集をいたしました。まず、

「生命化学科」は定員１００人に対し、１１９人の申し込みがあり、応募

倍率は、１．１９倍となりました。「地理学科」につきましては、定員１

００人対し、９５人の申し込みがあり、応募倍率は、０．９５倍となりま

した。 

 以上のことから、「生命化学科」につきましては、申し込み者が、募集

定員を超えましたので、４月９日に川西市生涯学習短期大学運営に係る懇

談会委員の代表の方２名、立会のもと、公開抽選を行い、１００人を決定

したところでございます。当落内訳につきましては、下段の表のとおりで

ございます。また、地理学科につきましては、その後、先着順で受付をし、

現在のところ９９人となっております。 

 なお、入学式につきましては、５月１４日(土)に開催いたしますので、

各委員の皆様にはご臨席につきまして、ご配慮をお願いいたします。 

 以上、２３期生の募集状況の報告を終えさせていただきます。 

 

只今の報告について、ご質問はございませんか。 

 

 今回は定員を超えた学科が一つだけで、公開抽選なさったということで

ご報告を受けましたが、初めて応募なさった方も男女合わせて８名、残念

ながら受講できないということになっています。この公開抽選の仕方です

が、初めての方にできる限り受講していただきたいなという思いもありま

すので、抽選方法について、今後見直すということはお話に出ているので

しょうか。 

 

 その件につきましては、どうしても抽選という形になりますので、初め

ての方が落選、当落については公平性があるものですから、なってしまう。
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しかし、初めて、せっかく受けたいというふうに手を挙げられておられる

のに、落ちられる方がおられるのは残念なことなので、今後何とかしてい

きたいなということでは、担当内で今後話を詰めていったり、それがすぐ

に皆さんが納得いく形で反映されるかどうか分かりませんが、事務局とし

ては何とかしたいなという思いでおるところでございます。 

 以上です。 

 

 ぜひよろしくお願いいたします。 

 

 ほかにございませんか。 

 

 今回、定員を一つ割ったということですが、レフネックの２２期生の卒

業式のときに立ち会わせていただいたんですが、結局、講義の中身に対し

てやっぱり少し不満な感じを表現されている方が結構おられたという。そ

れで、自分が去年講師を担当したということも含めて考えると、前から申

し上げていますように、レフネックのやり方自体ですね、例えばコーディ

ネーターをきちんと配置するとかいうようなこと、そういうレフネックの

構造自体を少し変えようというようなお考えはお持ちではないですか。 

 

 レフネックのやり方ということですが、担当職員と一緒に、今までのや

り方が本当にいいのかどうかということも含めまして、若干考えていく必

要があるのかなというふうなことは考えております。講座の組み立てもそ

うですが、今までの過去からの経緯から、やはり学長も代わっておられま

すし、あり方も少し変えていく必要があるのかなというふうには思ってお

りますので、できるだけ先ほどの磯部委員のおっしゃったような形のやり

方であるとか、また講義の組み立て、運営の仕方というのも考えていきた

いというふうに思っております。今すぐにこうしますという形ではちょっ

と答えは難しいんですが、できるだけ努力していきたいと思っております。 

 以上です。 

 

 前にも言いましたが、レフネックの講義自体のレベルは非常に高い。ほ

かの講座にも、出かけていっていますけれど。それで、その講義の中身自

体に問題があるわけではなくて、要は一つ一つの講義をどうつなぐかとい

うコーディネートの問題があるということです。そこだけの問題です。そ

れはどうしたらいいかというと、簡単なことで、コーディネーターをきち

んと責任を持って担当してもらえばいいんです。今までのやり方ですと、
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コーディネーターやった人間に聞いても、自分はコーディネーターをやっ

ているという気持ちはないんです。ですから、どうしてもそれぞればらば

らの講義になってしまう。問題は、コーディネーターをきちんと配置する

かどうかだけなので、ぜひそこを検討していただきたいと思います。 

 以上です。 

 

 ほかにございませんか。 

 それでは諸報告３については以上といたします。 

 

では次に、諸報告４「平成２８年度公民館講座案内（前期）について」

事務局からご報告をお願いいたします。 

 

それでは、諸報告４、「平成２８年度公民館講座案内（前期）」につき

まして報告させていただきます。お配りしております「平成２８年度公民

館講座案内（前期）」の冊子をご覧ください。 

「出あい ふれあい 学びあい 公民館でいきいき人生を」をテーマに

前年度休館していました東谷公民館を加え、２８年度は１０公民館で講座

を実施しております。 

前期の講座案内では、８２講座（延べ３０２回）を掲載しております。 

それでは、１ページ、２ページの「分野別もくじ」をご覧ください。 

分野を「家庭教育・家庭生活」から「一般教養」の分野に分け、各館実

施の講座の内容をまとめております。 

３ページには、各公民館図書室の案内を、４ページから２３ページには、

それぞれの公民館が開催します講座の案内を掲載しております。講座の企

画にあたりましては、地域の方や公民館利用者、また、講座受講者の要望

やご意見等を参考に各公民館で企画しております。 

それでは、主な講座を紹介させていただきます。表紙の裏「分野別もく

じ」をご覧ください。 

「家庭教育・家庭生活」の分野におきましては、学習内容を「育児・保

育・しつけ」から「その他」まで、３０講座を開催いたします。「育児・

保育・しつけ」では、幼児と保護者を対象としました講座で、中央のおや

こ講座「リズム☆de☆あそぼう」など７館で７講座を開催いたします。 

「現代的課題」分野におきましては、学習内容を「自然保護・環境問題」

から「福祉社会」まで、１２講座を開催いたします。「市民意識」分野に

おきましては、５講座、「体育・スポーツ」分野では、ラジオ体操など２

講座を開催いたします。 



 

- 24 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

牛尾教育長 

 

鈴木委員 

 

 

 

 

 

中央公民館長

（瀧花） 

また、「趣味・けいこごと」の分野におきましては、「音楽」から「そ

の他」まで、２０講座を開催し、「華道・茶道・書道」では、「子ども茶

道教室」を７館で開催し、日本の伝統文化を学んでいただきます。  

「一般教養」分野におきましては、「パソコン教室・ＩＴ講習」から「そ

の他」まで、１３講座を開催いたします。 

また、高齢者向けの講座としましては、５ページ、６ページに掲載して

おりますとおり、中央公民館で「高齢者大学りんどう学園」を開講いたし

ます。今年度も文芸、自然、わがまち、水墨画、歴史、ことばの６学科、

１年生１４３人、２年生１０４人、老人クラブの方を合わせ約３００人の

参加で、５月１０日に開講式を予定しております。そのほか、１１ページ

の多田公民館におきましては、歴史や健康の学習・演芸などを楽しんでい

ただく「多田ふるさと学園」で１期・２期とも各１００人の募集をいたし

ます。 

最後に、公民館での学びを通して、住民がわがまちに誇りと愛着が感じ

られ、また、地域の課題等が認識でき、住民が主体となる「まちづくり」

を考えるきっかけとする「川西まちづくり講座」につきましては、前期８

０講座のうち、現代的課題の自然保護・環境問題で「日本一の里山講座」、

また、高齢化・少子化で、多田グリーンハイツ地域の独自の問題でござい

ますが、「多田グリーンハイツ周辺地域を狙う悪徳商法から身を守る消費

者講座」など、６講座を開催します。 

この前期の公民館講座案内は、５，０００部作成しており、各公民館、

市役所の案内カウンター、図書館をはじめ、各公共施設の窓口に置き、市

民の皆様にＰＲを行っております。その他、各講座の開催時には、広報誌

への掲載やチラシ等の作成によりＰＲに努めているところでございます。 

以上で報告を終わります。 

 

只今の報告について、ご質問はございませんか。 

 

 中央公民館の「りんどう学園」についてご質問いたします。 

 ここに通ってらっしゃる方が大変熱心に学ばれているのを直によく存じ

上げていますが、こちらも大変人気があるのでしょうか。どれほどの応募

があって、どれほどの方がかなわずにいらっしゃるのか、お聞かせくださ

い。 

 

 数的な詳しいデータは持ち合わせておりませんが、つい先日、わがまち

学科、それから歴史学科、これが定員２５名でございますが、いずれも５
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０名弱の方が申し込まれまして、これについては抽選をいたしました。そ

のほかの文芸、自然、水墨、ことば、この学科については若干の余裕がご

ざいました。ただ、そこで終わりというわけではなく、当然、ほかの学科

を申し込んでおられる方はオーケーですが、今回、わがまち、あるいは歴

史で抽選に外れた方に対しまして、日を設定しまして電話でもって先着で

空いている講座を選んでいただきまして、その講座の中に入っていくよう

にいたしました。その結果、今、先ほど１４３名と申し上げましたけれど、

実はきょうもオリエンテーションをやっておりまして、その中で辞退者が

出たもので、今１４５人、すべて定員いっぱいになってございます。 

 以上です。 

 

 学びたいという方を受け入れるご工夫をいただいていて結構かと思いま

す。ありがとうございます。 

 

 この講座案内で講師の方々の名前というのはほとんどのところで入って

いるんですが、先ほどの高齢者大学は講師の名前が入っていませんが、こ

れはどういうことですか。 

 

 まず、すべての日にちのすべての学科におきまして１００％この段階で

決まっているわけではないというのがまず第１点。それと、どうしてもこ

の紙面上の構成上の中で、なかなかこの中で講師の方々まで入れられなか

ったというのが現状でございます。 

 以上です。 

 

 ほかの講座のところでは名前が入っているんですね。なぜ僕が名前にこ

だわるかというと、やっぱりどなたが講演するかということがものすごく

大きな条件なので、だから、それはほかのところは入っているだけに、こ

こだけ入っていないというのは、ちょっとおかしいのではないかと思いま

す。 

 

 高齢者大学特定のチラシの中には、名前が分からない方は「未定」とい

うふうな形で入れております。今の委員のご指摘もっともかと存じます。

この分につきましては、できるだけ講師の方のお名前も入れるように配慮

したいと思います。 

 以上です。 
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 川西まちづくり講座についてお尋ねしたいと思います。 

 この講座は数年前から開講されているものだと思いますが、まちづくり

講座の目的や、地域力の向上、まちづくりの参画と協働などの視点から考

えれば、どの公民館にもあっていい講座かと思います。今、拝見すると、

これが設定されている公民館と全くない公民館といろいろありますが、こ

のまちづくり講座についてはどのようにお考えでしょうか。 

 

 まず、まちづくり講座の考え方でございます。まず、川西市の参画と協

働のまちづくり推進計画、この中で指摘されておりますのは、市民の方の

ふるさと意識が少ない。あるいはまた今計画の作成中と聞いておりますが、

あんばいええまちかわにし創成計画案でございますが、この中でも「市民

がふるさと意識を持って人のつながりを大切にまちづくりに主体的に参画

し」というふうな表現がございまして、いずれも「ふるさと意識」という

のが一つのキーワードになっていると考えております。 

 その結果、まちづくり講座全体的に、昨年からのものを見直しいたしま

した。前年では、例えば地域の団体と共催とかそういうことがあれば、ま

ちづくり講座というふうな位置づけをしておった部分がございます。ただ、

やはりふるさと意識を持ってもらうという、その講座の内容がそういうも

のでなければ、やっぱりまちづくり講座ということにはふさわしくないと

いう考え方になりまして、昨年よりは若干減ってございます。 

 それと、まず前期分、後期分、後期にも結構企画これからされる部分は

ございますが、正直、昨年の例でございますが、館によりましては前期、

後期あわせて５講座ぐらいしておるところもございますし、館によりまし

ては１講座というところもございます。ただ、この中のまちづくり、今、

市の政策の中でもふるさと意識というのが結構大きな項目になっておろう

かと考えておりますので、その辺につきましては、特別に考えていきたい

なというふうな思いはしております。 

 以上でございます。 

 

 表記の問題なんですが、中の表記はそれぞれ公民館から来たもので記載

されているということを数年前にお聞きしまして、いろいろフォントが違

ってたりすることはあってもいいんですが、もくじのところでテーマのと

ころの括弧なんですが、一重の括弧と二重の括弧があって、これは、その

まま内容のとこから引っ張ってきているからこういう形になっていると思

います。もくじをずらっと見たときに、やはり余り差異が出ない方がいい

と思いますので、もくじのところだけは二重の括弧も一重の括弧に直すと
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か、表記の統一はやった方がいいのではないかなと思います。見たときに

やっぱり二重の方にぱっと僕は目が行ってしまうので、みんな平等にとい

う感じからいくと、もくじだけは表記統一をした方がいいと思います。 

 

 ご指摘のとおり、表記の方については注意いたします。 

 以上です。 

 

 ほかにございませんか。 

 それでは諸報告４については以上といたします。 

 

 では、以上で本日の議事はすべて終わりました。 

 次回の定例教育委員会は、５月２６日（木）午後２時から、庁議室にお

いて開会の予定です。 

 

 これをもちまして、第７回川西市教育委員会（定例会）を閉会いたしま

す。お疲れ様でした。 

［閉会 午後３時８分］ 

 

以上会議の事項を記録し、相違ないことを認めましたので、ここに署名いたします。 

 

   平成２８年５月２６日 

 

                   署名委員    加 藤   隆一郎    ㊞ 

 

                                                   鈴 木   温  美   ㊞ 

 


